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○福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則 

昭和五十四年十月二十六日 

福島県規則第六十二号 

改正 昭和五七年七月一三日規則第四八号 

昭和五八年三月二二日規則第一九号 

昭和六〇年一月二九日規則第四号 

昭和六一年三月二五日規則第一四号 

昭和六一年一一月一八日規則第八四号 

平成元年一二月二六日規則第九五号 

平成二年九月一四日規則第五一号 

平成三年三月三〇日規則第三七号 

平成七年一二月二八日規則第九〇号 

平成一一年三月三〇日規則第三一号 

平成一一年一二月二四日規則第一〇四号 

平成一四年三月二九日規則第五六号 

平成一五年三月二八日規則第四一号 

平成一五年三月二八日規則第五四号 

平成一九年二月二〇日規則第五号 

平成二二年三月三〇日規則第三二号 

平成二七年三月二〇日規則第二二号 

令和二年三月一三日規則第一三号 

令和四年三月八日規則第九号 

令和五年三月二四日規則第二二号 

福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。 

福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則 

（加入等の申込み） 

第一条 福島県心身障害者扶養共済制度条例（以下「条例」という。）第五条第一項の規定

による加入の申込みは、加入等申込書（第一号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に

提出して行わなければならない。ただし、加入の申込みをしようとする者が条例第四条第

二項に該当する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる書類を省略することができる。 

一 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し 
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二 加入申込者の健康状態等に係る告知に関する書類で知事が指定するもの 

三 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する障害証明書（第三号様式） 

四 条例第十条第一項の規定により年金管理者の指定をする場合にあつては、年金管理者

指定届（第四号様式） 

五 加入申込者の居住する市町村の長の発行する市町村民税課税証明書 

六 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する生活扶助を受給している世

帯（第九条第三項において「生活扶助受給世帯」という。）にあつては、保護開始決定

通知書の写し 

２ 条例第七条第一項の規定による口数追加の申込みは、加入等申込書に前項第二号に掲げ

る書類を添えて知事に提出して行わなければならない。 

（平七規則九〇・平二二規則三二・一部改正） 

（加入等の承認） 

第二条 知事は、前条第一項の加入の申込み又は前条第二項の口数追加の申込みを受けて加

入又は口数追加（以下「加入等」という。）を承認したときは加入等承認通知書（第六号

様式）により、加入等を承認しなかつたときは加入等不承認通知書（第七号様式）により

それぞれその旨を当該申込者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の加入等の承認を受けた者が条例第八条の規定により第一回の掛金又は追

加掛金を納付したときは、福島県心身障害者扶養共済制度加入証書（第八号様式。以下「加

入証書」という。）又は福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書（第九号様式。以下

「口数追加証書」という。）を当該加入者に交付するものとする。 

（平七規則九〇・一部改正） 

（掛金等の納付を要しなくなつた旨の通知） 

第三条 知事は、加入者が条例第八条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に該当し、掛

金又は追加掛金の納付を要しなくなつたときは、書面によりその旨を当該加入者に通知す

るものとする。 

（昭六一規則一四・平七規則九〇・平一一規則一〇四・一部改正） 

（年金の給付請求等） 

第四条 条例第九条第一項の規定による年金の給付の請求は、年金給付請求書（第十号様式）

に次の各号に掲げる場合に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えて知事に提出して

行わなければならない。 

一 加入者の死亡により請求する場合 
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ア 加入証書又は口数追加証書 

イ 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、加

入者の死亡が加入した日（口数追加をした場合にあつては、その口数追加の日）から

二年以内のものであるときは、所定の死亡証明書（第十一号様式）又は死体検案書（第

十一号様式） 

ウ 加入者の住民票の写し（ただし、加入者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる

場合は、除籍の抄本） 

エ 心身障害者及び年金管理者が指定された場合にあつては、その者の住民票の写し

（ただし、心身障害者又は年金管理者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合

は、その者の戸籍の抄本） 

オ その他知事が必要と認める書類 

二 加入者の重度障害により請求する場合 

ア 加入証書又は口数追加証書 

イ 障害診断書（第十二号様式） 

ウ 加入者の住民票の写し（ただし、加入者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる

場合は、戸籍の抄本） 

エ 前号エ及びオに掲げる書類 

２ 知事は、前項に定める年金の給付の請求を受けて年金の給付を決定したときは年金給付

決定通知書（第十三号様式）により、年金を給付しないことを決定したときは年金（加算

額）不支給決定通知書（第十四号様式）によりそれぞれその旨を請求者に通知するものと

する。この場合において、年金の給付を決定したときは、福島県心身障害者扶養共済制度

年金証書（第十五号様式。以下「年金証書」という。）を交付するものとする。 

３ 年金は、毎年三月、七月及び十一月に、それぞれの月の当該月分まで支給する。ただし、

年金を受ける権利が消滅したときは、支給月でない月であつても、その消滅した月分まで

を支給することができる。 

（昭五七規則四八・平七規則九〇・一部改正） 

（加入証書等の再交付） 

第五条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入証書若しくは口数追加証書又

は年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入証書等再交付申請書（第十六号様式）を

知事に提出して再交付を受けなければならない。この場合において、損傷に係る場合にあ

つては、損傷した証書を添付しなければならない。 
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（平七規則九〇・一部改正） 

（年金の支給停止等） 

第六条 条例第十一条に規定する年金の支給停止は、年金支給停止決定通知書（第十七号様

式）により、年金受給権者又は年金管理者に通知して行うものとする。 

２ 知事は、年金支給停止の理由が消滅したときは、年金の支給停止を解除した旨を年金支

給停止解除決定通知書（第十八号様式）により年金受給権者又は年金管理者に通知すると

ともに、年金受給権者に年金の給付を行うものとする。 

（弔慰金の給付請求等） 

第七条 条例第十五条第一項の規定による弔慰金の給付の請求は、弔慰金給付請求書（第十

九号様式）に次の各号に掲げる場合に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えて知事

に提出して行わなければならない。 

一 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡した場合 

ア 加入証書又は口数追加証書 

イ 加入者の住民票の写し（ただし、加入者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる

場合は、戸籍の抄本） 

ウ 心身障害者の住民票の写し（ただし、心身障害者の氏名と住民票に記載された氏名

が異なる場合は、除籍の抄本） 

二 加入者であつた者とその扶養する心身障害者が同時に死亡した場合 

ア 加入証書又は口数追加証書 

イ 当該加入者との関係を証する書類 

ウ 加入者及び心身障害者の住民票の写し（ただし、加入者又は心身障害者の氏名と住

民票に記載された氏名が異なる場合は、その者の除籍の抄本） 

２ 知事は、前項に定める弔慰金の給付の請求を受けて弔慰金の給付を決定したときは弔慰

金給付決定通知書（第二十号様式）により、弔慰金を給付しないことを決定したときは弔

慰金（加算額）不支給決定通知書（第二十一号様式）によりそれぞれその旨を請求者に通

知するものとする。 

（平七規則九〇・一部改正） 

（脱退一時金の給付請求等） 

第七条の二 条例第十五条の二第一項の規定による脱退一時金の給付の請求は、脱退一時金

給付請求書（第二十一号の二様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出して行わなけ

ればならない。 
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一 加入者の住民票の写し（ただし、加入者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場

合は、戸籍の抄本） 

二 心身障害者の住民票の写し（ただし、心身障害者の氏名と住民票に記載された氏名が

異なる場合は、戸籍の抄本） 

２ 知事は、前項に定める脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したと

きは、脱退一時金給付決定通知書（第二十一号の三様式）により請求者に通知するものと

する。 

（平七規則九〇・追加） 

（脱退等の申出等） 

第八条 条例第十八条第一項第四号の脱退の申出及び同条第二項第一号の口数の減少の申

出は、脱退（減少）届（第二十二号様式）に、脱退の申出の場合にあつては加入証書及び

口数追加証書を、口数の減少の申出の場合にあつては口数追加証書を添えて知事に提出し

て行わなければならない。 

２ 条例第十八条第一項第五号及び同条第二項第二号の規則で定める期間は、二月とする。

ただし、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、六月以内であつて知事が定める

期間とする。 

一 加入者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかか

つたとき。 

二 加入者又は加入者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 

三 前二号のいずれかに該当する事実に類する事実があり、かつ、知事が特に認めるとき。 

（平七規則九〇・平一五規則四一・一部改正） 

（届出） 

第九条 条例第十九条各項に規定する届出は、それぞれ次に掲げる書類を提出して行わなけ

ればならない。 

一 条例第十九条第一項第一号、第二項第二号又は第三項第一号の規定による氏名又は住

所の変更の届出をする場合 氏名・住所変更届（第二十三号様式） 

二 条例第十九条第一項第二号、第二項第一号又は第三項第二号の規定による心身障害者

等の死亡又は重度障害の届出をする場合 死亡・重度障害届（第二十四号様式） 

三 条例第十九条第一項第三号の規定による年金管理者の指定の届出をする場合 年金

管理者指定届（第四号様式） 

四 条例第十九条第一項第三号の規定による年金管理者の変更の届出をする場合 年金
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管理者変更届（第二十五号様式） 

五 条例第十九条第三項第三号の規定による年金の支給停止理由の発生又は消滅の届出

をする場合 年金支給停止理由発生・消滅届（第二十六号様式） 

六 条例第十九条第四項の規定による年金受給権者の現況の届出をする場合 年金受給

権者現況届（第二十七号様式） 

２ 前項第六号に掲げる年金受給権者現況届は、毎年四月一日における現況を記載し、年金

受給権者に係る戸籍の抄本（年金受給権者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合

に限る。）を添えて、その年の五月末日までに提出しなければならない。 

３ 知事は、年金受給権者に係る本人確認情報（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十

一号）第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同法

第三十条の十三第二項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三

十条の十五第一項第二号の規定によるその利用ができないときは、年金受給権者又は年金

管理者に対し、年金受給権者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面を提出させること

ができる。 

４ 加入者は、その属する世帯が生活扶助受給世帯となつたとき、又は生活扶助受給世帯で

なくなつたときは、生活状況変更届（第二十八号様式）に生活保護法に基づく保護開始決

定通知書又は保護廃止決定通知書の写しを添えて、その事実が生じた日から十日以内にこ

れを知事に提出しなければならない。 

（昭五七規則四八・平七規則九〇・令五規則二二・一部改正） 

（台帳） 

第十条 知事は、加入者、年金受給権者及び年金管理者並びに年金の支給に関する事項を記

載し、整理するため、加入者台帳（第二十九号様式）及び年金受給権者台帳（第三十号様

式）を作成しておくものとする。 

（平一一規則一〇四・一部改正） 

（市町村が処理する事務） 

第十一条 条例第二十一条第五号の規則で定めるものは、次のとおりとする。 

一 第一条の規定による申込みの受理及び知事への送付 

二 第二条第一項、第四条第二項、第六条、第七条第二項及び第七条の二第二項の規定に

よる通知書の交付 

三 第二条第二項、第四条第二項及び第五条の規定による証書の交付 

四 第三条の規定による書面の交付 
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五 第四条第一項、第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による請求の受理及び知事

への送付 

六 第五条の規定による申請の受理及び知事への送付 

七 第八条第一項の規定による申出の受理及び知事への送付 

八 第九条の規定による届出の受理及び知事への送付 

（平一一規則一〇四・全改） 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和四十五年福島県規則第三十五号。以

下「旧規則」という。）は、廃止する。 

３ 昭和五十五年三月分までの年金については、第四条第三項の規定にかかわらず、毎月支

給するものとする。 

４ この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている加入証書及び年金証書は、

この規則の相当規定により交付されたものとみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出された申込書、請求書、申請書又は届

出書は、この規則の相当規定により提出された申込書、請求書、申請書又は届出書とみな

す。 

６ 市町村長委任規則（昭和三十年福島県規則第百三十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



8/48 

 



9/48 

 



10/48 

 



11/48 

 



12/48 

 



13/48 

 



14/48 

 



15/48 

 



16/48 

 



17/48 

 



18/48 

 



19/48 

 



20/48 

 



21/48 

 



22/48 

 



23/48 

 



24/48 

 



25/48 

 



26/48 

 



27/48 

 



28/48 

 



29/48 

 



30/48 

 



31/48 

 



32/48 

 



33/48 

 



34/48 

 



35/48 

 



36/48 

 



37/48 

 



38/48 

 



39/48 

 



40/48 

 



41/48 

 



42/48 

 



43/48 

附 則（昭和五七年規則第四八号）抄 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五八年規則第一九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六〇年規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第一四号） 

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第八四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年規則第九五号） 

この規則は、平成二年一月一日から施行する。 

附 則（平成二年規則第五一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三年規則第三七号） 

１ この規則は、平成三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分

の間、使用することができる。 

附 則（平成七年規則第九〇号） 

１ この規則は、平成八年一月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の規則第二条第二項の規定により交付されている福島

県心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書は、この規則による改正後の規則第二条第

二項の規定により交付された福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分

の間所要の調整をしてこれを使用することができる。 

附 則（平成一一年規則第三一号） 

１ この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第三号様式の改正規定（「・

小腸機能」を「・小腸・免疫機能」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（以下

「改正前の規則」という。）の規定に基づき提出されている請求書等は、改正後の福島県

心身障害者扶養共済制度条例施行規則の相当規定に基づいて提出された請求書等とみな
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す。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一一年規則第一〇四号） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例

施行規則第八号様式、第九号様式及び第二十七号様式による用紙は、所要の調整をして使

用することができる。 

附 則（平成一四年規則第五六号） 

１ この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際限に第四条の規定による改正前の福島県心身障害者扶養共済制度

条例施行規則の規定に基づき交付されている福島県心身障害者扶養共済制度加入証書及

び福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書は、同条による改正後の福島県心身障害者

扶養共済制度条例施行規則の相当規定に基づき交付された福島県心身障害者扶養共済制

度加入証書及び福島県心身障害者扶養制度口数追加調書とみなす。 

３ この規則の施行の際限に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請

書、請求書等は、改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づき提出された申請書、請求書

等とみなす。 

４ この規則の施行の際限に作成されている改正前のそれぞれの規則に定める様式による

用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一五年規則第四一号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第五四号）抄 

１ この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

３ この規則の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の福島県心身障害者扶養共済

制度条例施行規則の規定に基づき交付されている福島県心身障害者扶養共済制度加入証

書及び福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書は、同条の規定による改正後の福島県

心身障害者扶養共済制度条例施行規則の相当規定に基づいて交付された福島県心身障害

者扶養共済制度加入証書及び福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。 

４ この規則の施行の際現に作成されている改正前のそれぞれの規則に定める様式による

用紙は、所要の調整をして使用することができる。 
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附 則（平成一九年規則第五号） 

１ この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例

施行規則第二十七号様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二二年規則第三二号） 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定並びに第一

号様式、第二号様式、第五号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定は、公布の日から

施行する。 

附 則（平成二七年規則第二二号） 

１ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第二条

第二項の規定に基づき交付されている福島県心身障害者扶養共済制度加入証書及び福島

県心身障害者扶養共済制度口数追加証書は、改正後の福島県心身障害者扶養共済制度条例

施行規則第二条第二項の規定に基づき交付された福島県心身障害者扶養共済制度加入証

書及び福島県心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。 

附 則（令和二年規則第一三号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例

施行規則第四号様式及び第二十五号様式による届は、改正後の福島県心身障害者扶養共済

制度条例施行規則第四号様式及び第二十五号様式による届とみなす。 

附 則（令和四年規則第九号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に基づ

き提出又は交付されている申込書、証明書、届、請求書、診断書及び申請書は、それぞれ

改正後の福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に基づき提出又は交付されている

申込書、証明書、届、請求書、診断書及び申請書とみなす。 

附 則（令和五年規則第二二号） 

１ この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県心身障害者扶養共済制度条例

施行規則第二十七号様式による届は、改正後の福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規

則第二十七号様式による届とみなす。 
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第１号様式（第１条関係） 

（平３規則37・平７規則90・平22規則32・令４規則９・一部改正） 

第２号様式 削除 

（平22規則32） 

第３号様式（第１条関係） 

（昭60規則４・昭61規則84・平11規則31・平22規則32・令４規則９・一部改正） 

第４号様式（第１条、第９条関係） 

（令２規則13・全改、令４規則９・一部改正） 

第５号様式 削除 

（平22規則32） 

第６号様式（第２条関係） 

（平３規則37・平７規則90・一部改正） 

第７号様式（第２条関係） 

（平３規則37・平７規則90・一部改正） 

第８号様式（第２条関係） 

（昭57規則48・昭61規則14・平11規則104・平14規則56・平15規則54・平22規則

32・平27規則22・一部改正） 

第９号様式（第２条関係） 

（昭57規則48・平７規則90・平11規則104・平14規則56・平15規則54・平22規則

32・平27規則22・一部改正） 

第10号様式（第４条関係） 

（昭57規則48・平３規則37・平７規則90・平11規則31・令４規則９・一部改正） 

第11号様式（第４条関係） 

（令４規則９・全改） 

第12号様式（第４条関係） 

（令４規則９・全改） 

第13号様式（第４条関係） 

（平３規則37・平７規則90・一部改正） 

第14号様式（第４条関係） 

（昭57規則48・平３規則37・一部改正） 

第15号様式（第４条関係） 
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第16号様式（第５条関係） 

（平３規則37・平７規則90・令４規則９・一部改正） 

第17号様式（第６条関係） 

（平３規則37・一部改正） 

第18号様式（第６条関係） 

（平３規則37・一部改正） 

第19号様式（第７条関係） 

（平３規則37・平７規則90・令４規則９・一部改正） 

第20号様式（第７条関係） 

（平３規則37・平７規則90・一部改正） 

第21号様式（第７条関係） 

（平３規則37・一部改正） 

第21号の２様式（第７条の２関係） 

（平７規則90・追加、令４規則９・一部改正） 

第21号の３様式（第７条の２関係） 

（平７規則90・追加） 

第22号様式（第８条関係） 

（平３規則37・平７規則90・令４規則９・一部改正） 

第23号様式（第９条関係） 

（平３規則37・平11規則31・一部改正） 

第24号様式（第９条関係） 

（昭57規則48・平３規則37・令４規則９・一部改正） 

第25号様式（第９条関係） 

（令２規則13・全改、令４規則９・一部改正） 

第26号様式（第９条関係） 

（平３規則37・令４規則９・一部改正） 

第27号様式（第９条関係） 

（令５規則22・全改） 

第28号様式（第９条関係） 

（平３規則37・平11規則31・一部改正） 

第29号様式（第10条関係） 
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（昭57規則48・平７規則90・一部改正） 

第30号様式（第10条関係） 

（平７規則90・一部改正） 

 


